
あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、カシノナガキクイムシ等が媒介するナラ菌等により引き起こされるブ

ナ科樹木萎凋病（以下「ナラ枯れ」という。）の被害の拡大を防止し、生物多様性の保全
いちょう

を推進するため、市内の樹木の所有者又は管理者に対し、森林病害虫等の防除及び被害木

の伐採に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則（平成７年

あきる野市規則第２９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「被害木」とは、フラス（木くずとカシノナガキクイムシ等の排

せつ物が混ざった物をいう。）が確認されている樹木で、ナラ枯れの被害があると市長が

認めるものをいう。

（補助対象者）

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

（１） 市内の被害木又はナラ枯れの被害を受けるおそれがあるコナラ、ミズナラ等のブ

ナ科の樹木の所有者又は管理者

（２） 既に納期の経過した分の市税を完納している者

（補助対象事業）

第４条 補助の対象となる事業は、一般社団法人日本森林技術協会が作成するナラ枯れ被害

対策マニュアルを基本として次に掲げる対策を行う事業とする。

（１） 薬剤（農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）により登録されている農薬に限る。

以下同じ。）の樹幹注入、粘着剤若しくは薬剤の散布、ビニールシート等被覆、立

木くん蒸又はトラップ等を利用した誘引捕殺（以下「防除」という。）

（２） 枯損し、倒木、落枝等により人身、家屋等に危害を及ぼすおそれがある被害木の

伐倒くん蒸、破砕等（以下「伐採」という。）

（補助対象経費）

第５条 補助対象経費は、防除又は伐採に要すると市長が認める経費とする。

（補助金額）

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる対策の区分に応じ、当該

各号に定める額とし、合計２０万円を限度とする。この場合において、１，０００円未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

（１） 防除 補助対象経費（防除に要する経費に限る。）の２分の１の額又は１０万円

のいずれか低い額

（２） 伐採 補助対象経費（伐採に要する経費に限る。）の２分の１の額又は２０万円

のいずれか低い額

２ 補助は、同一の対策の区分に対して１回限りとする。

（交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付申請

書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

（交付決定等）



第８条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の

可否を決定し、あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２

号）により当該申請をした者に通知するものとする。

（交付請求）

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、速やかにあきる

野市ナラ枯れ対策事業補助金交付請求書（様式第３号）により市長に請求しなければなら

ない。

（交付）

第１０条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

（事業内容の変更等）

第１１条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするとき

は、あきる野市ナラ枯れ対策事業変更等承認申請書（様式第４号）に関係書類を添えて、

市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、補助事業の内容の変更又は中止

若しくは廃止を承認したときは、あきる野市ナラ枯れ対策事業変更等承認書（様式第５

号）により当該補助決定者に通知するものとする。

３ 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、

変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならな

い。

（実績報告）

第１２条 補助決定者は、補助事業完了後、速やかにあきる野市ナラ枯れ対策事業補助金実

績報告書（様式第６号）に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

（決定の取消し）

第１３条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

（２） この要綱又は交付の条件に違反したとき。

（補助金の返還）

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補

助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

（書類の保管）

第１５条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を

明らかにした書類を当該補助事業完了後５年間保管しなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第７条の

規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。



様式第１号（第７条関係）

年 月 日

あきる野市長 殿

申請者 住 所

氏 名

電話番号

あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付申請書

あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金の交付について、あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金

交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

補助事業の実施場所

土地所有者

住 所

氏 名

電話番号

対 策 の 区 分

（該当する□にレ印を

付けてください。）

□ 防除（薬剤の樹幹注入、粘着剤若しくは薬剤の散布、ビ

ニールシート等被覆、立木くん蒸又はトラップ等を利用し

た誘引捕殺）

□ 伐採（枯損し、倒木、落枝等により人身、家屋等に危害

を及ぼすおそれがある被害木の伐倒くん蒸、破砕等）

補助事業に

要する経費

防 除 円

伐 採 円

補 助 金 交 付 申 請 額 円

補助事業の実施期間 年 月 日から 年 月 日まで

補 助 事 業 の 内 容

防 除 伐 採

樹 木 の 本 数 本 被 害 木 の 本 数 本

樹 種 樹 種

樹 木 の 幹 周 り ｃｍ 被 害 木 の 幹 周 り ｃｍ

添付書類

（１） 収支予算書

（２） 補助事業に要する経費が確認できる書類（見積書等の写し）

（３） 補助事業の実施場所の案内図（伐採の場合にあっては、人身、家屋等に危害

を及ぼすおそれがある場所の案内図を含む。）

（４） 樹木の被害等の状況が確認できる写真（伐採の場合にあっては、枯損し、倒

木、落枝等のおそれがある状況が確認できる写真を含む。）

（５） 土地所有者の承諾書（申請者が土地所有者でない場合のみ）

（６） その他市長が必要と認める書類

申請に係る審査をするため、私の納税状況等の確認その他必要な調査を行うことにつ

いて同意します。

年 月 日 氏名

※ 自筆による署名又は記名押印のいずれかとしてください。



様式第２号（第８条関係）

第 号

年 月 日

様

あきる野市長 印

あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付（不交付）決定通知書

年 月 日付けで申請のあったあきる野市ナラ枯れ対策事業補助金の交付に

ついて、あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり決

定したので通知します。

記

１ 補助金を交付します。

（１） 補助金交付決定額 円

（２） 交付の条件

ア この補助金は、指定された事業以外に使用してはならない。

イ 補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、市長の承

認を受けなければならない。

ウ 補助事業が完了したときは、実績報告書を速やかに提出しなければならない。

エ あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱及びこの交付の条件に違反したと

きは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付してある補助金

の返還を命ずることがある。

２ 補助金を交付しません。

不交付の理由



様式第３号（第９条関係）

年 月 日

あきる野市長 殿

住 所

氏 名

電話番号

あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付請求書

年 月 日付け 第 号で交付決定のあったあきる野市ナラ枯れ対策

事業補助金について、あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱第９条の規定により、下

記のとおり請求します。

記

１ 請求金額 円

２ 振込先

金融機関名

銀 行

信 用 金 庫 本 店

農業協同組合 支 店

信 用 組 合 出張所

労 働 金 庫

種 目 普通 ・ 当座 口座番号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義



様式第４号（第１１条関係）

年 月 日

あきる野市長 殿

申請者 住 所

氏 名

電話番号

あきる野市ナラ枯れ対策事業変更等承認申請書

年 月 日付け 第 号で交付決定のあったあきる野市ナラ枯れ対策

事業について、内容の変更等（内容の変更・中止・廃止）をしたいので、あきる野市ナラ枯

れ対策事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申

請します。

記

１ 申請区分（該当する□にレ印を付けてください。）

□ 内容の変更

□ 中止

□ 廃止

２ 補助事業の実施場所

３ 対策の区分（該当する□にレ印を付けてください。）

□ 防除

□ 伐採

４ 変更の内容

（１） 既交付決定額 円

（２） 変更交付申請額 円

（３） 差引額 円

５ 内容の変更又は中止若しくは廃止の理由

６ 添付書類

（１） 変更内容が分かる書類

（２） 変更後の収支予算書

（３） その他市長が必要と認める書類



様式第５号（第１１条関係）

第 号

年 月 日

様

あきる野市長 印

あきる野市ナラ枯れ対策事業変更等承認書

年 月 日付けで申請のあったあきる野市ナラ枯れ対策事業について、あき

る野市ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱第１１条第２項の規定により、下記のとおり内容の

変更等（内容の変更・中止・廃止）を承認したので通知します。

記

１ 内容の変更

（１） 既交付決定額 円

（２） 変更交付決定額 円

（３） 差引額 円

２ 中止・廃止

返還額 円



様式第６号（第１２条関係）

年 月 日

あきる野市長 殿

住 所

氏 名

電話番号

あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金実績報告書

年 月 日付け 第 号で交付決定のあったあきる野市ナラ枯れ対策

事業補助金に係る事業が完了したので、あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱第１２

条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。

記

補助事業の実施場所

対 策 の 区 分

（該当する□にレ印を

付けてください。）

□ 防除（薬剤の樹幹注入、粘着剤若しくは薬剤の散布、ビ

ニールシート等被覆、立木くん蒸又はトラップ等を利用し

た誘引捕殺）

□ 伐採（枯損し、倒木、落枝等により人身、家屋等に危害

を及ぼすおそれがある被害木の伐倒くん蒸、破砕等）

補助事業の実施期間 年 月 日から 年 月 日まで

補 助 事 業 の 内 容

防 除 伐 採

樹 木 の 本 数 本 被 害 木 の 本 数 本

樹 種 樹 種

樹 木 の 幹 周 り ｃｍ 被 害 木 の 幹 周 り ｃｍ

添付書類

（１） 収支決算書

（２） 領収書の写し

（３） 補助事業の実施前、実施中及び実施後の写真

（４） その他市長が必要と認める書類


